
令和７年度鳥取県美術展覧会運営業務委託仕様書 

 

１ 業務の概要 

（１） 名称 

令和７年度鳥取県美術展覧会運営業務（以下「本業務」という。） 

（２）目的 

   広く県民から美術作品を募り、優れた作品を展示する鳥取県美術展覧会（以下「県展」という。）

を開催することにより、鑑賞機会を提供し、美術、文化の振興に寄与することを目的とする。    

（３）実施概要 

会場 日時 場所 

倉吉会場 令和７年９月１３日（土）～９月２１日（日） 

９時～１７時 

休館日：令和７年９月１６日（火） 

鳥取県立美術館 

（倉吉市駄経寺町２－３－１２） 

鳥取会場 

【前期】（部門：日本画、工芸、書道、デザイン） 

令和７年９月２７日（土）～９月３０日（火） 

９時～１７時 

【後期】（部門：洋画、版画、彫刻、写真） 

令和７年１０月３日（金）～１０月６日（月） 

９時～１７時 

鳥取県立博物館 

（鳥取市東町二丁目１２４番地） 

米子会場 
令和７年１０月１１日（土）～１０月１９日（日） 

１０時～１８時 

米子市美術館 

（米子市中町１２番地） 

日南会場 

（選抜展※） 

令和７年１０月２５日（土）～１１月２日（日） 

８時３０分～１７時 

日南町美術館 

（日野郡日南町霞７８５番地） 

   ※展示する作品は、県展賞、奨励賞の受賞作品、運営委員、審査員、日野郡（日南町、日野町、

江府町）内の無鑑査作品及び入選作品 

（４）業務の期間 

   業務の期間は、契約締結日から令和７年１２月３１日（水）までとする。ただし、適正な業務の

実施が困難と発注者が認めたときは、当該委託期間の途中であっても委託契約を解除することがあ

る。 

 

２ 業務内容等 

受注者は、本業務として、次に掲げる業務を行うこと。 

（１）共通事項 

ア 受注者は業務遂行に必要な主たる担当者を配置しなければならない。 

イ 業務が滞りなく遂行できるよう、仕様書別紙を参考に各作業別に必要な作業人数を受注者におい

て確保すること。また、美術品取扱いの専門研修を受け、かつ、実務経験を有する美術専門作業員

を仕様書別紙の人数を参考に業務従事者として配置し、一般作業員は、その専門作業員の指示・監

督のもとに適切に業務を行うことのできる体制とすること。 

ウ 受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者とは常に密接に連絡を取るとともに、業

務の実施方法等については、発注者と十分に協議するものとする。 

エ 業務の実施に当たり、作業に重大な影響のない変更は、発注者の指示により行うものとし、この

場合における契約金額は変更しないものとする。 

オ 受注者は、業務に必要な物品を調達すること。このうち、発注者が貸与した物品及び受注者の判

断により購入した備品は、発注者の所有に帰属するものであること。 

上記については、委託期間満了後速やかに発注者に返還すること。 

カ 発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。また、発注者は、次のいずれかに該 

当する場合は、再委託の承認をしない。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。 

（ア）再委託の契約金額が委託料の額の５０パーセントを超える場合 

（イ）再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 



（ウ）印刷業務を再委託する場合において、再委託先が鳥取県内に印刷設備を有していない場合 

キ 倉吉展示会場を除く各会場の会場使用料及び備品使用料等については発注者の負担とする。倉吉

展示会場（県立美術館）での展示作業に要する会場使用料及び備品使用料等は、受注者が支払いを

行うこととし、見込額は３０万円程度とする。 

ク 出品作品について 

県展に係る出品作品（以下「作品」という。）の予定点数は、５４８点とし、内訳等については、

参考資料１「令和６年度鳥取県美術展覧会の開催結果」を参照すること。ただし、実際の作品点数

が予定点数と異なっても本業務に係る契約金額の変更は行わない。 

作品規格については、参考資料２「令和６年度（第６８回）鳥取県美術展覧会（県展）開催要項」

を参照すること。 

ケ 保険について 

作品の受付から返送終了まで、作品保管期間中のすべてを対象とする「展示一貫保険」に加入す

ること。なお、作品１点あたりの補償額の上限は、工芸部門の作品については２２万円とし、その

他の部門の作品については５万円とする。なお、保険加入後、発注者へ契約内容（補償期間、補償

内容など）がわかる資料の写しを提出すること。 

コ 作品の管理、保管及び運搬について 

作品の受付、保管、審査、展示、返却等一連の業務に係る作品管理を適正に行うとともに、本業

務の契約後、作品の取扱い注意点等の詳細をまとめた作品取扱指示書を発注者から提供するため、

この内容を作業従事者へ周知徹底すること。 

  また、作品の保管は、受注者の責任において作品の破損及び状態変化が起こらぬよう万全を期し、

保管、輸送等の際に作品が他の作品等と接触するおそれがある場合はエアキャップ等で損傷防止を

行うこと。 

なお、作品の輸送にあたっては美術品の輸送に適した装備を有する専用車を手配し、運搬、保管

及び管理をすること。 

サ こん包・開こん等作業について 

こん包、開こん、陳列、展示、撤去等、作品の取扱いに当たっては、作品の破損を避けるため、

作品に適したこん包等資材を使用すること。（例：薄葉紙、クラフト紙、エアキャップ、綿ふとん、

木枠、巻段ボールなど）なお、開こん後の作品は、破損が生じないよう特に慎重に取り扱うよう、

業務に従事する作業員に徹底すること。また、こん包等資材は、受注者の負担とする。 

シ 個人情報の保護  

（ア）受注者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報

の取扱いに係る特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。  

（イ）受注者は、「２業務内容等（１）共通事項 カ」の規定により業務を発注者の承認を受けて第

三者に再委託する場合、当該受注者に対して特記事項を遵守させなければならない。 

 

３ 各業務別事項 

 （１）作品受付業務 

ア 以下の日程で作品の受付を行う。なお、混雑防止等のため、出品作品を搬入代行する事業者及

び団体はあらかじめ発注者へ事前申込を行い、時間調整を行うこととしているため、受注者は発

注者とあらかじめ情報共有を行い、滞りなく受付を行えるようにすること。 

地区 日時 場所 

東部 
令和７年８月２３日（土） 
○個人搬入 ９時～１３時 
○事業者又は団体による代理搬入 １３時～１５時 

鳥取県立福祉人材研修センター 
（鳥取市伏野１７２９－５） 

中部・西部 
令和７年８月２４日（日） 
○個人搬入 ９時～１３時 
○事業者又は団体による代理搬入 １３時～１５時 

〔中部地区〕上灘コミュニティセンター 

（倉吉市上灘町９－１） 

〔西部地区〕米子市福祉保健総合センター

ふれあいの里 

（米子市錦町一丁目１３９番地３） 



イ 作品受付時に、作品規格のチェック、破損等の確認を行うこと。 

ウ 出品申込書及び作品カード等の提出書類一式を受付し、記入内容に誤りや不備がないか確認

を行うこと。出品申込書等の様式は参考資料３「令和６年度（第６８回）鳥取県美術展覧会（県

展）出品申込書」を参照すること。 

エ 作品の展示方向や組み立て方法等の確認を行うとともに、平面作品については展示用の吊り

ひもや金具等を確認し、不備があった場合は適切なものに付け替えること。  

オ 受付時に既に作品に破損等がある場合や、梱包に配慮が必要な場合等は必ず写真を撮影して

状況を記録し、作業員で情報を共有すること。また、発注者の求めに応じて記録を提出するこ

と。 

カ 作品を部門別に仕分け及びこん包し、保管場所に搬入すること。 

キ 受付終了後、出品申込書の写しとともに、出品申込書の内容をデータで記録した出品一覧表、

受付地区ごとの作品受付数の結果（部門、区分別に分けた作品受付数）を集計した出品集計表を

作成すること。出品一覧表については、内容に誤りのないよう、誤字及び脱字等のチェックを行

うとともに、出品申込書の記載内容に不明点がある場合、各出品者へ確認を行い、正しい内容

に修正した上で、令和７年８月２５日（月）午後５時までに発注者へデータを提出するこ

と。 

ク 中部会場については、作品受付会場の準備を受付日当日に行うこととし、その他の会場は前

日に準備を行うこと。 

（２）保管業務 

   ア 作品の搬入受付開始日から全作品返却終了日までとする。 

   イ セキュリティが確保され、美術品を安全に保管できる保管場所を確保すること。 

ウ 温度、湿度、照度等による影響が生じないよう美術品を適切に保管すること。 

（３）審査会開催業務 

ア 審査会日程等 

〇審査会開催日：令和７年８月３１日（日）、９月３日（水） 

〇会場：鳥取県立美術館 県民ギャラリー、スタジオ 

区分 日時 内容 

審査事前

説明 

 

【グループ１】 

８月３１日（日） 午前１０時～午前１０時３０分 

【グループ２】 

８月３１日（日） 午後１時～午後１時３０分 

【グループ３】 

９月３日（水） 午前１０時～午前１０時３０分 

【グループ４】 

９月３日（水） 午後１時～午後１時３０分 

発注者が各部門の審査員へ審査

方法等を説明し、打合せを行う。 

 

作品審査 

 

 

【グループ１】 

８月３１日（日） 午前１０時３０分～ 

(日本画：～正午、デザイン：～午後２時、写真：～午後３時)  

【グループ２】 

８月３１日（日） 午後１時３０分～午後４時 

【グループ３】 

９月３日（水） 午前１０時３０分～ 

(版画：～正午、洋画・書道：～午後３時) 

【グループ４】 

９月３日（水） 午後１時３０分～午後３時 

※審査終了時間は各部門の出品数、進行の状況

によって変更となる場合がある。 

審査員が各部門に出品された全

作品を採点し、入選作品及び受賞

候補作品、受賞作品（県展賞、奨

励賞）の選出を行う。 

※グループ１ 日本画・写真・デザイン部門 

※グループ２ 工芸部門 

※グループ３ 版画・洋画・書道部門 

※グループ４ 彫刻部門 



イ 審査会前日及び当日に審査会会場の設営を行う。会場配置計画については事前に発注者

と打ち合わせを行うこと。必要な物品等は原則として審査会場の備品を使用するものとし、施

設管理者と十分な調整を行い、不足及び補修等が生じないようにすること。 

ウ 審査会当日は発注者や審査員の指示のもと、会場内での作品の並べ替えや移動を行う。 

エ 審査会後、発注者及び審査員の指示のもと、展示会場で入選作品等の陳列作業を行うこと。

なお、選外となった作品は梱包し、作品返却日まで保管を行うこと。 

オ 審査結果を受けて、図録等に使用するための受賞作品（県展賞、奨励賞）の写真撮影を行

い、令和７年９月８日（月）午後５時までに、画像データ（以下「成果物」という。）を発注

者へ提出すること。なお、成果物に係る著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号第２７条

及び第２８条に規定する権利を含む。）は、発注者に帰属するものとする。 

（４）作品搬入・展示業務、作品撤去・搬出業務 

ア 会場及び会期 

展 示 会  場 会  期 

鳥取県立美術館 

県民ギャラリー、企画展示室 
令和７年９月１３日（土）～９月２１日（日） 

鳥取県立博物館  

第１・２展示室 

【前期】令和７年９月２７日（土）～９月３０日（火） 

（部門：日本画、工芸、書道、デザイン） 

【後期】令和７年１０月３日（金）～１０月６日（月） 

（部門：洋画、版画、彫刻、写真） 

米子市美術館 

 第１～５展示室、ホール 
令和７年１０月１１日（土）～１０月１９日（日） 

日南町美術館 

 第１～３展示室、第２・３収蔵庫 
令和７年１０月２５日（土）～１１月２日（日） 

※各会場の作品搬入、展示、撤去・搬出の期間については、仕様書別紙を参照すること。 

※各会場の展示予定作品数及び内訳等については、参考資料１を参照すること。 

イ 準備業務   

（ア）作品の展示は基本的に各部門別とし、各会場における部門別の配置計画は各会場の設営開

始前に、発注者と打ち合わせを行い決定する。  

（イ）会場及び作品の損傷を防止するため、必要に応じて適切な養生を行う。 

（ウ）展示用パネル、彫刻・工芸展示台、スポットライト、ワイヤーその他必要な物品等は原則 

として本展覧会の各開催会場の備品を使用するものとする。当該施設管理者と十分な調整を

行い、不足及び補修等が生じないようにすること。なお、会場に必要な物品が備品としてな

い場合、他の開催館から借用する場合があるため、作品と併せて運搬を行うこと。 

ウ 作品搬入、展示、展覧会開催業務  

（ア）会場及び作品の損傷を防止するため、必要に応じて適切な養生を行うこと。 

（イ）入選作品等を搬入し、展示作業を行う。作品の陳列作業は発注者の依頼する陳列委員又は

会場の職員の指示に従い実施すること。 

（ウ）受付（目録、アンケートの配置含む）、懸垂幕及び立看板等を設置する。立看板の設置数

は各会場ごとに、それぞれ 1 部である。なお、倉吉展示会場（県立美術館）については発注

者において受付業務、立看板及び懸垂幕の設置を行う。 

設置にあたっては各会場の施設管理者へ設置箇所及び設置方法の確認を受け、転倒、つい

落等のないよう安全に配慮すること。 

（エ）発注者が提供する作品キャプション、賞札、釈文票（書道部門のみ）、作品コメント（掲

示を希望する出品者のみ）を作品とともに掲示する。 

（オ）展示を行った作品、掲示したキャプション等に不具合等が生じた場合、発注者又は展示会

場の職員の指示に従い修正対応すること。なお、キャプション等の再印刷は発注者が行う。 

（カ）展示期間終了後に、作品の撤去を行う。 

（キ）倉吉会場及び鳥取会場の展覧会会期中、駐車場利用者を誘導するため、警備員を各日２名

ずつ配置すること。ただし、倉吉会場は土日祝のみとする。 



（５）作品返却業務 

ア 以下の日程で作品の返却を行う。なお、混雑防止等のため、出品作品を搬出代行する事業者   

と受付時間の調整を行うこと。 

〇選外作品返却 

日時 地区 場所 

令和７年９月２１日（日） 

午前１０時～午後３時 

 

東部 
鳥取県立福祉人材研修センター 

（鳥取市伏野１７２９－５） 

中部 
上灘コミュニティセンター 

（倉吉市上灘町９－１） 

西部 
鳥取県立武道館 小道場 

（米子市両三柳３１９２－１４） 

〇入選作品等（無鑑査、審査員、運営委員作品含む）返却 

日時 地区 場所 

令和７年１１月９日（日） 

午前１０時～午後３時 
中部 

上灘コミュニティセンター 

（倉吉市上灘町９－１） 

 

令和７年１１月１６日（日） 

午前１０時～午後３時 

東部 
鳥取県立福祉人材研修センター 

（鳥取市伏野１７２９－５） 

西部 
鳥取県立武道館 小道場 

（米子市両三柳３１９２－１４） 

イ 中部地区については、作品返却会場の準備（作品搬入含む）を返却日当日に行うこととし、

東部・西部地区においては前日に準備を行うこと。 

ウ 出品者の都合により、返却日に作品の受け渡しができない作品については、原則受注者から

出品者へ荷造運賃着払いで返送を行うこと。これにより難い場合は、別途発注者と協議して決

定する。 

（６）県展来場者アンケートの実施 

   展覧会会場において、発注者が提供するアンケート用紙を配布し、会期終了まで保管すること。 

 

４ 提出書類及び事業完了検査 

（１）受注者は、契約締結後速やかに次の書類を作成し、発注者へ提出するものとする。 

  ア 事業計画書 

  イ 実施管理責任者、連絡事項担当者及び各業務担当者一覧表 

  ウ 運営マニュアル 

  エ その他、発注者が必要に応じて指定する書類 

（２）業務報告書 

  受注者は、次のいずれかに該当するときは、所定の様式による報告書を発注者に提出すること。 

  ア 本業務が終了したときは、完了した日から３０日以内に業務報告書を提出すること。 

  イ 本業務を中止し又は廃止したときは、中止又は廃止した日から３０日以内に業務報告書を発注

者に提出すること。 

（３）業務完了検査 

発注者は、（２）の業務報告書を受理したときは、その日から１０日以内に業務の完了を確認す

るための検査を行わなければならない。 

 

５ 発注者及び受注者の責任の分担 

  発注者及び受注者の分担は、原則として、次の表の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表

の担当の欄に記載された者が負うものとする。 

業務内容 発注者の業務 受注者の業務 

運営委員会の開催 (1)運営に係る事項の決定 

(2)出品規格の決定 

－ 



(3)審査員決定 

広報・募集 (1)開催要項、出品申込書、審査結果

通知書、釈文票・作者コメント、

総合得点等結果通知書等の作成、

送付 

(2)作品募集・展覧会開催に係る広報 

－ 

作品の受付 出品料徴収、収入 (1)規格審査 

(2)出品申込書類受付 

(3)出品一覧表、出品集計表作成・チ

ェック 

(4)作品の保管 

審査会の開催 (1)運営委員、審査員対応 

(2)審査会司会、記録・集計 

(3)総合得点等結果通知書作成・発送 

(1)審査会場設営準備 

(2)作品の運搬・保管 

県展賞、奨励賞表彰

式の開催 

(1)表彰式運営 

(2)運営委員、審査員対応 

(3)賞状作成 

(4)副賞手配 

(5)記念写真作成・送付 

(6)賞状等送付（表彰式欠席者） 

会場設営 

展覧会の開催 (1)陳列委員依頼 

 

(2)県立美術館の会場看視・受付業

務、アンケート配布・収集 

(3)図録販売契約・販売代金納入 

(4)ギャラリートーク運営 

(5)展示会場内に掲示する審査・作品

講評等のパネル作成 

(6)図録、目録の作成 

(7)賞札作成 

(8)キャプション作成 

(9)会場内の案内、留意事項等の掲示

物作成 

(10）アンケート作成・集計 

(1)搬入・展示・撤去・保管 

（会期中の展示修正含む） 

(2)会場看視、受付業務、アンケート

配布・収集（県立美術館は除く） 

(3)受賞作品写真撮影 

(4)駐車場の警備・誘導（県立美術館

及び県立博物館） 

※県立美術館は土日祝のみ配置 

作品返却 － 作品返却 

あなたが好きな作

品賞表彰式の開催 

(1)受賞作品撮影 

(2)表彰式運営 

(3)記念写真作成・送付 

－ 

 

６ 仕様書遵守に要する経費 

この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

７ その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注

者が協議して定めるものとする。 

 


